
2011-2012 年度

 

－1－ 

クラブ運営方針 友愛と分かち合いのこころの輪を広めよう 

  ２０１２年１月１２日発行 Vol．１２９８

国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー氏 

国際ロータリーテーマ 

こころの中をみつめよう 博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 

■会長  髙原 宏之    ■幹事  粟屋 充博 
事務局 広島市南区松原町 1-5 ホテルグランヴィア広島 6F 

 TEL 082-506-0050 FAX 082-506-2530 

 E-Mail hnrc@world.ocn.ne,jp  URL http://www.hnrc.jp/ 

例会場 ホテルグランヴィア広島  広島市南区松原町 1-5 
 

 
 

 

 

ロータリーソング   「手に手つないで」 

来客紹介        ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『認知症めぐる法律問題について 

～成年後見制度と高齢者の保護～』 

 (社)人生安心ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰきらり 

             理事長・司法書士  橋口 貴志 氏 
 

 

 

本日卓話にお越し下さいました橋口貴志様、ようこそお越し下さ

いました。お話を楽しみにしております。 

今年、最後の昼間の例会です。来週は夜間のクリスマス家族例会

ですので、多くの家族をお迎えしまして楽しい例会になりますよう

に、祈念して止みません。 

ロータリーの友１２月号のＲＩ会長メッセージは家族月間に因んだ

話が 掲載されていましたが、その一文を要約してお話しします。 

カルヤン・バネルジー氏は、ガーナの首都アクラ近郊の井戸堀プ

ロジェクトの完成テープカットに出席されましたが、その時強く印

象に残ったこととして、「この効果的なプロジェクトの完成も大変喜

ばしいものですが、それ以上に現地の人々が家族ぐるみ、地域ぐ

るみでこの完成を喜び、歌ったり踊ったりして私たちを歓迎してく

れた事が衝撃的でした。」と述べておられます。 

私は、この記事を読んで、ＲＩ会長自身が掲げられた今年度の強

調事項の最優先事項即ち「家族」の大切さを改めて感じ、「家族

の絆」の強さは地域を変え、人類愛にも繋がる重要な要素である

と思いました。平成２３年度日本の漢字能力検定が発表した、今

年の一文字は、「絆」でした。 

震災の出来事に加え、様々な世相な変化の中で、こうした「家族」 

 
 

又、人の「絆」の大切さを改めてしみじみと感じる近頃です。 

明るい年の瀬を迎えたいと思っています。 
 

 

 

＊次週２２日(木)の例会は夜間となっております。 

＊１月例会予定表（ＢＯＸ配布） 
 

 

 

新世代奉仕委員会  石井委員長 

１２月１４日（水）広島県民文化センターにおいて当クラブが後援

する「広島三育学院クリスマスチャリティーコンサート」が開催され

ました。ご協力ありがとうございました。 

長期ビジョン検討委員会 

例会終了後、委員会を開催します。 

次年度理事会  次年度山内幹事 

本日１８時３０分より第２回被選理事会を開催します。 
 

 

 

【自主出宝】 

髙原会員・大之木会員・粟屋会員・岡部会員・合田会員 

橋口先生、今日はお忙しい中当クラブにお越し頂きありがとうござ

います。後ほどの卓話を楽しみにしています。 

山下(江)会員･島本会員 橋口先生、本日の卓話何卒よろしくお

願いします。 

石井会員 昨夜の三育学院ｸﾘｽﾏｽﾁｬﾘﾃｨｰｺﾝｻｰﾄに多くの皆様

のご出席を頂きました。とても素晴らしい演奏に感動しました。 

山坂会員 米川さんようこそ北ｸﾗﾌﾞの例会に!! 

中嶋会員◆ 妻の誕生日のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄのお花をいただきました。ｸﾘ

ｽﾏｽをｲﾒｰｼﾞした飾り付けでした。早速居間のｶｳﾝﾀｰの中央に置

きました。家内も大変喜んでいました。ありがとうございました。１５

日の例会は所用がありますので、欠席させていただきます。 

渡部会員 このたび妻の誕生日に素敵なお花を頂きまして有り難

うございます。 

山本(忠)会員◇ １２月１１日(日)広陵野球部創部１００周年記念

祝賀会を行いました。岸田衆議員、湯崎県知事、松井広島市長

の御出席を頂き、総勢７００名の出席者のもと盛会にそして楽しい

ひとときを過ごすことが出来ました。これからも野球部は全国夏の

甲子園退会制覇を目指しがんばります。 

久永会員・下前会員 所用により早退します。 

 

 

当日計 17,000 円（内、ｗｅｂ8,000 円） 累計 638,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◇=3,000 円 ◆=2,000 円 

 

■本日の例会  ２０１２年１月１２日（木） 第２０７０回 

国歌斉唱 

ロータリーソング  「奉仕の理想」 

来客紹介       ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

誕生月お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間     『年頭挨拶』 

  会長  髙原 宏之 会員 

前々回例会報告 ２０１１年１２月１５日（木）第２０６８回

会長時間     会長  髙原 宏之 

ニコニコ箱          ニコニコ委員会 

委員会報告 

幹事報告      幹事  粟屋 充博 
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『認知症めぐる法律問題について 

     ～成年後見制度と高齢者の保護～』 
 

(社)人生安心サポートセンターきらり 

理事長・司法書士  橋口 貴志 氏 

 

高齢者の消費者被害 

【特徴】 

・被害相談で一番多いのは７０歳代

の女性！ 

・被害にあっている大半は一人暮ら   

し。 

・判断能力が低下している事実を知

ったうえで商品を売りつけること

も。 

 

２０１０年度の７０歳以上の販売方法・手口別相談ランキング 

（２０１１年５月末日） 

1.家庭訪販 21,431 件（15.6％） 

2.電話勧誘販売 21,148 件（15.4％） 

3.利殖商法 7,856 件（5.7％）★ 

（カッコ内は、当事者７０歳以上の相談全体に占める割合） 

★利殖商法・・・高齢者や専門知識に疎い者を対象として「必ず

値上がりする」や「損はさせない」などといった巧みなセールストー

クを駆使して出資を促す商法。契約時の説明とは裏腹に大抵の

場合は損をする。 

 

認知症について 

日本の高齢者（６５歳以上）で認知症の人の割合は３～８．８％（調

査によってばらつきが大きい）。２０２６年には１０％に上昇するとの

推計もある。 

成年後見制度とは？ 

精神上の障害（認知症・知的障害・精神障害など）により，判断能

力が低下した状態にある方を保護・支援するための制度です。 

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。 

法定後見制度 

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等（成年後見人・保佐

人・補助人）が，本人の利益を考えながら，本人を代理して契約な

どの法律行為をしたり，本人が自分で法律行為をするときに同意

を与えたり，本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後か

ら取り消したりすることによって，本人を保護・支援します。 

法定後見制度の問題点 

①成年後見人、保佐人または補助人（以下法定後見人等という）

として誰を選任するか、家庭裁判所が職権で決めてしまう。 

②法定後見人等は、法律上の医療同意権がない。 

  →手術や尊厳死の実行などが困難。 

③法定後見人等の報酬は家庭裁判所が職権で決めた報酬額に

なる。 

④法定後見人等は、本人の希望（老後の過ごし方、財産活用の

考え方、入居したい介護施設の特徴など）をあらかじめ聞くこと

ができない。 

任意後見制度とは？ 

任意後見制度 

本人が十分な判断能力があるうちに，将来，判断能力が不十分

な状態になった場合に備えて，あらかじめ自らが選んだ任意後見

人（個人でも法人でも可能）に，自分の生活，療養看護や財産管

理に関する事務について代理権を与える契約 (任意後見契約)を

公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。 

 

判断能力が低下した後に，任意後見人が，任意後見契約で決め

た事務について，家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監

督のもと本人を代理して契約などをすることによって，本人の意思

にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。 

 

任意後見制度のしくみ 

早く信頼できる人と契約を結んでおくことが大切です！ 

任意後見人の報酬も契約で定めることが可能です。 

任意後見制度の活用 

例えば、任意後見制度はこんな時に利用できます！！ 

 

大株主であるオーナー社長が、認知症や脳梗塞などの急病で、

判断能力を失ってしまったら？！ 

 

オーナー社長がどのような状況になっても、任意後見人がオーナ

ー社長に代わって株主総会で議決権行使をすることができます。

少なくとも、代わりの役員を選任することまでは可能であり、社長

本人の資産保全も可能です。 

任意後見契約でもカバーできないこと。 

①任意後見契約は、本人の病院への入院、介護施設入居時に、

任意後見人が連帯保証人や身元引受人となることにはならな

い。 （任意後見人が親族でない場合、さらに親族への保証依

頼が必要となることも） 

②本人死亡後の葬儀や埋葬の依頼は含まない。 

③遺産整理も含まない。 

 

以上 
 

 

 

 

１２月１４日(水)広島三育学院クリスマスチャリティーコンサートが

広島県民文化センターで開催されました。 

この度、新世代奉仕委員会の事業として、一生懸命奉仕活動を

行なっている青少年を応援する目的で、このコンサートを後援致

しました。 

当日も、東日本大震災復興支援やネパール口唇口蓋裂医療プロ

ジェクトなどの為に募金活動が行われ、当クラブのメンバーも一緒

に声賭けをしました。 

コンサートでは高原会長の挨拶もあり、会場の皆様にも広島北ロ

ータリークラブが応援していることが十分に伝わったのではないか

と思います。 

小中高校聖歌隊、中高校ハンドベルクワイアによる演奏が行われ、

久々に心地よい時間を過ごすことができました。 

最後には出演者全員により「きよしこのよる」が合唱され、会場全

体で盛り上がり、大変感動しました。 

 

卓話 

広島三育学院クリスマスチャリティーコンサート報告 
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『夜間例会並びにクリスマス家族会』 

会場：ホテルグランヴィア広島４Ｆ 

出席：会員６９名 家族１０４名 

 
※下記に掲載出来なかった写真はＨＰをご確認ください。 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会の皆様お疲れ様でした！ 

■出席報告  出席委員会 

２０１１年１２月１５日（木） 会員総数８３名 

出席 ６０名  欠席 ２３名 

来賓  １名  来客  ３名 

１２/１例会Ｍ-ｕｐ後出席率 １００％ 

■来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

 橋口 貴志 様（卓話者） 

  麻生 照胤 様（広島東） 

 米川  晃 様（広島東南） 

 久行 敏夫 様（広島東南） 

前回例会報告 ２０１１年１２月２２日（木） 第２０６９回 


